
3 款 2 項 1 目

18 年度 設定なし

- -
- - - - - - - -
- - - - - -

実施スケジュール
項目 26年度以前 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度以降

1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 7,500

向こう5年間の直接事業費の推移

年度
28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 5年間の実績

上記非該当のうち二次予防事業へ繋げた人 人 0 5 0 1
上記のうち更新で非該当になった人 人 5 10 3 26
介護予防ケアプラン作成者数（前年度末実績） 人 419 476 476 476

項目 単位 26年度実績 27年度予定 9月末の実績 27年度実績

一般財源 8,693 8,356 3,382 7,487

事業活動の実績（活動指標）

財源内訳 地方債 0 0 0 0
その他 1,208 1,260 708 281

498
県支出金 1,136 1,117 221 249

人件費 7,556 7,237 3,618 7,237
国庫支出金 2,272 2,234 442

8,042
補助事業人件費 0 0 0 0

人件費
内訳

人工数 0.95 0.90 0.45 0.90
人件費単価 7,954 8,042 8,042

7,238
合計 0 12,967 4,753 8,515

事業費
直接事業費 5,753 5,729 1,134 1,277
人件費 7,556 7,238 3,619

改善策の
具体的

取り組み

事業費及び財源内訳
項　　　目 26年度決算 27年度予算 9月末の執行状況 27年度決算

事業の目的

高齢者が住み慣れた地域で安心した生活を継続することを目的に、身体機能等の低下等により要介護状態に
陥らないように支援する。

事業の内容

要介護状態等となることを予防するための身体的・精神的・社会的機能の維持向上を目標とした介護予防プラ
ンの作成及び評価の実施

改善策の
具体的

取り組み
（当初）

介護予防プランを作成した人が更新申請により非該当になる人が増えるよう、個々の状態が悪化しないよう一
次・二次予防事業に繋げる。

事業の対象 予防給付の対象者及び介護予防事業の対象者

根拠法令等
介護保険法

予算科目

総合計画での位置付け
福祉の向上と保健・医療の充実〜やすらぎとぬくもりのまちづくり〜
高齢者対策の充実

事業の性格 法定事務
実施期間 【開始年度】 平成 【開始年度】

所管課情報 担当課： 長寿介護課 電話番号（内線）：

平成27年度事務事業評価シート
該当事業（評価対象外事業は基本情報のみ記載）

一般事務 公共建設事業 評価対象外事業

544
記入者情報 所属長： 武智 茂記 担当責任者： 大谷 香代子

事務事業名 (介保)介護予防ケアマネジメント事業



2二次評価
（所属部長）

一次評価結果のとおり事業継続と判断する。

意見、課題

課題認識

　介護予防ケアプラン作成者のうち、次期更新で非該当となった人の割合が増えており、事業が有効に機
能していると考える。今後も通いの場や生活支援サービス等の高齢者が生きがいを持って生活できる環
境を作っていく必要がある。

二次評価

B成果向上の可能性 3
施策への貢献度 4

効率性
手段の最適性 3

Cコスト効率

課題認識

　介護予防ケアプラン作成者のうち、次の更新で非該当となった人の割合が増えた。介護予防ケアプラン
が、個々の状態に沿った目標・内容であったため身体状況が改善され自立に向かったと考えられる。ま
た、非該当のうち一人だけ二次予防事業に繋がり、継続した介護予防支援ができた。再び介護認定を受
ける状態に戻らないよう、またそれを遅らせるよう介護予防事業の利用を勧め健康状態の維持を図る必
要がある。通いの場や生活支援サービス等、高齢者が生きがいを持って生活できる社会資源の発掘や利
用促進にも努めたい。

一次評価

一次評価
（所属長）

妥当性
目的の妥当性 4

B

3
受益者負担の適正 3

施策への貢献度 4

市民ニーズへの対応 4
市の関与の妥当性 4

有効性
事業の効果 4

自己評価

自己評価
（担当責任者）

妥当性
目的の妥当性 4

B市民ニーズへの対応 4
市の関与の妥当性 4

効率性
手段の最適性 3

Cコスト効率 3
受益者負担の適正 3

有効性
事業の効果 4

B成果向上の可能性 3

目　　標 0.5 0.5 0.5 0
実　　績 0 0.03 0 0

成果指標

成果指標
介護予防ケアプラン作成者数のうち、更新申請で非該当となり、二次予防事業へ繋げた人の割合

指標設定の
考え方

要介護状態にならないように、介護予防ケアプランを作成し、その効果により更新申請で非該当となった人。
更に二次予防事業へ繋げることにより介護予防支援を継続して実施できる。

区分年度 26年度 27年度 28年度



2
経営者会議の最終判断

事業の方向性
現状のまま継続する。

意見、課題

行政評価委員会の答申

外部評価
（行政評価委員会）


